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景
初
四
年
改
元
考

	

陳
　
　
　
　
　
翀

　
　
　
　
　		




三
角
縁
神
獣
鏡
景
初
四
年
銘
文
の
謎
を
解
く
（
一
）




　
は
じ
め
に

　
魏
の
景
初
三
年
（
二
三
九
）
六
月
、
倭
の
女
王
卑
弥
呼
は
大
陸
に
使
者
を
送
り
、

洛
陽
に
即
位
し
た
ば
か
り
の
魏
少
帝
へ
の
朝
貢
・
謁
見
を
果
た
し
た
。
遙
々
海
を

渡
っ
て
都
に
や
っ
て
き
た
倭
の
使
節
団
に
対
し
て
、
魏
少
帝
は
、
卑
弥
呼
を
「
親

魏
倭
王
」
に
冊
封
し
、
絢
爛
多
彩
な
織
物
を
は
じ
め
、
金
や
刀
、
真
珠
や
水
銀
、

さ
ら
に
銅
鏡
百
枚
な
ど
の
豪
華
な
返
礼
品
を
下
賜
し
た
。

　
や
が
て
千
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
、
近
代
に
お
け
る
考
古
学
の
発
達
に
つ
れ
て

日
本
の
古
墳
か
ら
次
々
と
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
銅
鏡
が
発
掘
さ
れ
た
。
と
く
に
異

彩
を
放
っ
た
の
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
命
名
さ
れ
た
一
群
の
銅
鏡
で
あ
り
、
ま
さ

し
く
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
魏
鏡
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
神
獣
鏡
が
、
果
た
し
て
何
時
、
何
処

で
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
か
、
卑
弥
呼
に
与
え
ら
れ
た
真
物
が
本
当
に
存
在
し

て
い
る
の
か
、
未
だ
多
く
謎
が
残
り
、
定
説
に
至
っ
て
い
な
い



。

　
そ
の
中
で
も
、
と
く
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
京
都
府
福
地
山
市
広
峯
一
五
号

墳
か
ら
出
土
し
た
盤
龍
鏡
と
辰
馬
考
古
資
料
館
所
蔵
の
同
范
鏡
と
い
う
「
景
初
四

年
」銘
が
刻
ま
れ
た
二
枚
の
魏
鏡
で
あ
る
。
こ
の
魏
鏡
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
、

岡
村
秀
典
氏
は
、『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る



。

　
　
こ
の
鏡
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
景
初
四
年
五
月
丙
午
之
日
」
と
い
う
紀

年
銘
で
あ
る
。「
五
月
丙
午
」
は
鋳
金
家
に
と
っ
て
吉
日
で
、
じ
っ
さ
い
に

そ
の
月
日
に
鋳
造
し
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
し
て
も
、『
魏
志
』
に
よ
れ
ば
、

景
初
三
年
元
旦
に
魏
の
明
帝
が
死
去
し
た
が
、
元
旦
の
忌
日
を
避
け
る
た
め
、

そ
の
年
の
十
二
月
に
改
元
の
詔
を
発
し
、
景
初
四
年
正
月
に
な
る
べ
き
月
を

景
初
三
年
後
十
二
月
と
改
め
て
翌
月
か
ら
正
始
元
年
正
月
と
定
め
た
か
ら
、

景
初
四
年
と
い
う
紀
年
は
実
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
を
日
本

列
島
で
の
製
作
と
考
え
る
説
は
、
洛
陽
で
鏡
を
つ
く
っ
た
の
な
ら
、
改
元
の

情
報
が
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
実
在
し
な
い
紀
年
を
用
い
る
は
ず
は
な
く
、
改
元

の
知
ら
せ
が
届
か
な
い
よ
う
な
僻
遠
の
地
、
日
本
列
島
で
こ
そ
こ
の
ま
ち
が

い
が
起
こ
り
え
た
、
と
主
張
す
る
（
王
仲
殊
前
掲
書
）。
こ
れ
に
た
い
し
て

魏
鏡
説
は
、
卑
弥
呼
の
使
い
が
朝
貢
し
た
景
初
三
年
と
詔
書
・
印
綬
を
携
え

て
帰
国
す
る
正
始
元
年
の
二
年
間
の
年
号
し
か
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
な
い
こ

と
を
重
視
し
、
卑
弥
呼
の
朝
貢
を
顕
彰
す
る
た
め
、
景
初
三
年
の
う
ち
に
景

初
四
年
銘
鏡
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
（
田
中
琢
「
卑
弥
呼
の
鏡
と

景
初
四
年
鏡
」『
謎
の
鏡
』
一
九
八
九
年
）。「
洞
鏡
百
枚
」
が
下
賜
さ
れ
た

の
は
、
奇
し
く
も
改
元
の
詔
と
同
じ
景
初
三
年
十
二
月
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
問
題
を
き
わ
め
て
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
右
記
の
文
に
言
及
さ
れ
た
王
仲
殊
説
に
つ
い
て
は
、
近
藤
喬
一
氏
の

『
三
角
縁
神
獣
鏡
』
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る



。

　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
招
き
で
そ
の
直
後
に
来
日
し
た
王
仲
殊
は
、
十

月
二
十
六
日
公
開
講
演
の
最
後
に
、
新
出
し
た
紀
年
鏡
の
銘
を
解
読
、
解
説

し
、
さ
ら
に
『
考
古
』
一
九
八
七
年
第
三
期
に
「
論
日
本
出
土
的
景
初
四
年

銘
三
角
縁
盤
龍
鏡
」
を
発
表
し
た
。
景
初
四
年
と
い
う
紀
年
は
『
三
国
志
』

に
は
な
い
。
魏
の
明
帝
は
景
初
三
年
正
月
一
日
に
死
亡
し
た
。
正
月
一
日
が
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忌
日
と
重
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
ま
た
青
龍
五
年
（
二
三
七
）
三
月
を
、
先

に
明
帝
が
景
初
元
年
四
月
と
、
新
し
く
景
初
暦
を
採
用
し
て
一
カ
月
を
「
後

の
十
二
月
」
と
し
て
お
き
翌
年
を
正
始
元
年
と
し
た
、
と
『
三
国
志
』
魏
書

少
帝
紀
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
景
初
四
年
と
い
う
年
号
を
い

れ
た
鏡
が
、
魏
都
洛
陽
で
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
王
仲
殊
は

主
張
し
た
。

「『
三
国
志
』
を
検
討
す
る
限
り
は
、
王
仲
殊
の
論
理
が
整
合
性
を
も
ち
、
同
じ

土
俵
で
相
撲
す
る
か
ぎ
り
勝
ち
目
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
近
藤
氏
が

出
し
た
見
解
の
よ
う
に
、
王
仲
殊
説
が
公
表
さ
れ
た
後
、
景
初
四
年
鏡
を
は
じ
め

と
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
は
「
景
初
四
年
は
実
在
し
な
い
」
と
い
う
観
点
に

縛
ら
れ



、
岡
村
氏
の
「
問
題
を
き
わ
め
て
複
雑
に
し
て
い
る
」
と
の
指
摘
の
よ

う
に
、
や
が
て
卑
弥
呼
と
銅
鏡
に
関
す
る
研
究
が
、
袋
小
路
に
入
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
に
み
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
王
仲
殊
氏
の
「
景
初
四
年
は
実
在
し
な
い
」
と
い

う
説
は
本
当
に
正
確
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
『
魏
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の

正
史
類
古
籍
に
そ
の
記
載
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
正
史
類
古
籍
は
中
国

の
浩
瀚
た
る
四
部
典
籍
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
中
国
歴

代
の
暦
法
に
関
す
る
古
文
献
や
『
三
国
志
』
注
釈
書
を
中
心
と
し
て
調
べ
て
み
た

と
こ
ろ
、「
景
初
四
年
」
と
い
う
年
号
は
明
記
さ
れ
実
在
し
て
い
る
こ
と
が
容
易

に
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
中
国
文
献
学
と
い
う
視
点
か
ら
、
景
初
四
年
改

元
の
謎
解
明
に
資
す
る
主
な
文
献
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

一
　
南
宋
に
お
け
る
「
景
初
四
年
」
に
関
す
る
記
載
と
考
証

　
前
述
の
よ
う
に
、
王
仲
殊
説
が
公
表
さ
れ
た
後
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
「
景
初
四

年
は
実
在
し
な
い
」、
つ
ま
り
「
景
初
四
年
」
と
い
う
年
号
は
中
国
の
古
文
献
に

存
在
し
な
い
と
い
う
前
提
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見

の
限
り
、「
景
初
四
年
」
と
い
う
紀
年
は
、
少
な
く
と
も
南
宋
の
著
名
な
文
人
で

あ
り
、
ま
た
当
時
随
一
の
学
者
で
も
あ
る
程
大
昌
（
一
一
二
三
～
一
一
九
五
、
字

は
泰
之
、
諡
は
文
簡
、
龍
図
閣
大
学
士
）
の
『
考
古
編
』
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、

し
か
も
正
始
改
元
の
時
期
に
つ
い
て
も
詳
細
な
考
証
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
考
古
編
』
巻
三
か
ら
巻
四
に
わ
た
っ
て
収
録
さ
れ
る
「
正
朔
」
六
篇
は
、
程

大
昌
が
南
宋
以
前
の
歴
代
の
改
暦
に
関
し
て
行
っ
た
一
連
の
考
証
で
あ
る
。
漢
魏

時
代
の
改
暦
に
関
す
る
部
分
は
、
概
ね
最
後
の
第
五
・
第
六
篇
に
集
中
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、「
正
朔
五
」
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
番
号
、
傍
線
、
黒
字

は
筆
者
に
よ
る
、
以
下
同
、
図
1
の
書
影
を
参
照
）



。

　
　
漢
祖
入
關
也
以
十
月
、
又
會
五
星
聚
見
東
井
、
遂
仍
秦
故
、
十
月
為
歳
首
。

其
謂
十
月
者
、
固
秦
之
十
月
、
而
其
正
月
、
亦
仍
秦
建
寅
也
。
太
初
元
年
夏

五
月
正
暦
以
正
月
為
歳
首
。
顔
師
古
曰
、「
未
正
暦
前
歳
首
以
十
月
、
今
以

建
寅
之
月
為
正
月
」、
是
也
。
前
世
暦
家
如
邊
韶
之
徒
、
謂
「
太
初
改
元
易

朔
行
夏
之
正
者
」、
誤
也
。
起
暦
而
改
用
丁
丑
元
、
紀
歳
而
首
建
寅
月
者
、

武
帝
也
。
若
夫
始
寅
而
數
以
次
比
十
二
晦
朔
者
、
秦
人
已
然
、
不
始
武
帝
也
。

王
莽
閏
位
、
當
初
始
元
年
十
一
月
、
遂
改
漢
正
、
以
其
年
十
二
月
朔
為
建
國

元
年
正
月
之
朔
、
以
鳴
鷄
為
候
。
則
改
寅
用
丑
矣
。
更
始
改
元
、
不
足
三
年
、

决
未
暇
及
正
朔
事
。
而
光
武
受
命
於
更
始
三
年
、
遂
改
建
武
。
其
置
社
稷
、

立
郊
兆
、
復
舊
服
色
、
皆
著
於
史
。
而
正
朔
改
否
、
輙
無
所
書
、
固
未
見
其

改
丑
為
寅
矣
。
魏
文
之
在
黄
初
、
事
事
改
漢
、
而
獨
循
用
漢
正
。
明
帝
以
黄

龍
見
山
荏
縣
、
有
司
曰
、「
魏
得
地
統
、
正
當
建
丑
。」
於
是
遂
以
青
龍
五
年

三
月
為
景
初
元
年
四
月
。
夫
文
帝
正
朔
用
漢
、
而
明
帝
改
漢
用
丑
、
則
是
東

都
固
嘗
用
寅
矣
、
而
范
曄
雖
於
暦
志
亦
不
紀
序
也
。
明
帝
之
正
、
雖
誠
改
丑
、

然
不
及
三
年
、

而
齊
王
芳
以
夏
正
得
天
、
亟
更
其
建
、
於
是
又
改
景
初
四

年
建
寅
之
月
為
正
月
、
而
以
景
初
三
年
建
丑
之
月
為
後
十
二
月
。
盖
至
此
而

歳
復
首
寅
也
。

さ
ら
に
、
明
帝
の
景
初
改
元
に
生
じ
た
弊
害
を
、「
正
朔
六
」
に
次
の
よ
う
に
厳

し
く
批
判
し
て
い
る
。
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図 1 　影印文淵閣四庫全書所収『考古編』「正朔五・六」書影

景初四年
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明
帝
詔
改
丑
正
也
、
其
言
曰
、

「
景
初
之
暦
、
春
夏
秋
冬
孟
仲
季
月
、
雖

與
正
歳
不
同
、
至
於
郊
祀
・
迎
氣
・
礿
祠
・
蒸
嘗
・
　
狩
・
蒐
田
、
分
至
啓

閉
、
班
宣
時
令
、
中
氣
早
晚
、
敬
授
民
事
、
皆
以
正
歳
斗
建
為
暦
數
之
序
。」

夫
明
帝
之
謂
正
歳
者
、
即
周
之
正
歳
也
。
其
謂
景
初
暦
、
乃
明
帝
自
制
之
暦

也
。
丑
為
正
月
、
明
帝
可
得
而
改
也
。
四
氣
之
應
夏
時
者
、
明
帝
雖
欲
強
出

意
見
、
不
容
易
也
。
故
凡
當
若
天
者
、
仍
用
正
歳
為
斷
、
而
其
率
然
建
丑
、

特
虚
名
耳
。
宜
乎
正
始
以
為
難
用
、
而
復
建
以
寅
也
。
漢
魏
去
古
不
遠
、
正

始
之
臣
、
又
多
博
雅
、
今
其
改
暦
建
丑
而
不
敢
移
革
正
歳
、
其
必
有
所
受
之

則
、
周
家
正
月
正
歳
兼
著
於
時
者
、
是
其
祖
也
。
獨
怪
夫
暦
家
自
主
其
術
者
、

曰
立
數
已
定
、
推
而
上
之
、
近
則
獲
麟
、
遠
則
堯
典
、
又
遠
而
開
闢
、
其
天

行
暦
筭
、
皆
可
復
其
疎
密
、
為
説
甚
美
、
而
其
疇
人
自
相
攻
駁
、
固
皆
具
見

失
實
矣
。
至
有
不
待
攷
暦
而
知
者
、
子
丑
寅
既
有
三
建
、
而
月
之
周
匝
十
二

辰
者
、
無
古
今
也
。
商
之
代
夏
、
改
正
為
丑
、
則
其
年
當
虚
十
二
月
矣
。
周

之
代
商
、
用
子
更
丑
。
秦
之
十
月
、
改
從
古
亥
。
於
其
改
建
之
間
、
法
當
虛

月
、
不
以
入
暦
也
。
類
而
推
之
、
王
莽
代
漢
改
丑
、
則
初
始
之
年
、
亦
無
十

二
月
。

明
帝
自
青
龍
而
改
景
初
、
其
暦
亦
當
盡
十
一
月
。
夫
其
既
虚
一
月

矣
、
則
十
日
十
二
辰
之
相
配
者
、
其
年
其
暦
、
必
當
取
一
甲
子
有
半
而
附
之

它
月
。
暦
家
不
聞
於
此
、
有
所
稽
騐
、
特
既
數
歳
年
、
而
誇
張
其
筭
曰
、
吾

之
暦
卻
見
遠
古
。
不
知
慿
何
氣
數
以
騐
天
行
耶
。

　
右
記
の
程
大
昌
の
記
事
（
と
く
に
傍
線
部
分
）
を
読
む
と
、ま
ず
、「
景
初
四
年
」

と
い
う
紀
年
が
、

の
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
王
仲
殊
説
の
前
提
が
崩
れ
る
。
さ
ら
に
、
程
大
昌
の
考
証
に
よ
れ
ば
、

文
帝
の
正
始
改
元
は
、
景
初
四
年
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
実
は
、『
魏
志
』
少
帝
紀
の
記
事
を
丁
寧
に
分
析
し
て
み
れ
ば
、
程
大
昌
の
考

証
が
い
か
に
妥
当
で
あ
る
か
が
容
易
に
判
断
で
き
る
。
ち
な
み
に
、『
魏
志
』
少

帝
紀
の
正
始
改
元
に
関
す
る
記
述
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る



。

　
　
十
二
月
詔
曰
、
烈
祖
明
皇
帝
以
正
月
棄
背
天
下
、
臣
子
永
惟
忌
日
之
哀
、
其

復
用
夏
正
。
雖
違
先
帝
通
三
統
之
義
、
斯
亦
禮
制
所
由
變
改
也
。
又
夏
正
於

數
為
得
天
正
、
其
以
建
寅
之
月
為
正
始
元
年
正
月
、
以
建
丑
月
為
後
十
二
月
。

こ
の
一
文
は
、
景
初
三
年
十
二
月
に
発
令
さ
れ
た
改
元
・
改
暦
に
関
す
る
勅
令
か

ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
後
十
二
月
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
み
よ

う
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
国
の
月
に
関
す
る
記
載
は
、
閏
月
は
存
在
し
て
い
る
が
、

「
後
十
二
月
」
と
い
う
実
際
の
記
載
は
存
在
し
な
い
。
こ
こ
の
「
後
十
二
月
」
と

い
う
表
記
は
、
あ
く
ま
で
紙
上
の
も
の
で
あ
り
、
実
生
活
に
お
い
て
は
、
す
で
に

「
景
初
四
年
正
月
」
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
国
が
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
国
家
祭
祀
は
と
も
か
く
、
正
月
を
迎
え
な
け
れ
ば
民
間
の
一
連
の
新
年

活
動
が
で
き
な
く
な
り
、
一
般
民
衆
の
実
生
活
に
大
き
な
混
乱
と
障
害
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
紙
上
の
「
景
初
三
年
後
十
二
月
」
は
、
実
際
の
政
治

活
動
及
び
生
活
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
「
景
初
四
年
正
月
」
と
記
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
暦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
混
乱
を
是
正
す
る
こ
と
こ
そ
、
建
丑 

（
丑
月
を
正
月
と
す
る
）
か
ら
建
寅
（
寅
月
を
正
月
と
す
る
）
に
改
め
ら
れ
た
主

な
理
由
で
あ
る
。「
夏
正
於
數
為
得
天
正
（
夏
正
は
暦
数
に
お
い
て
も
天
正
を
得

る
）」
と
、
つ
ま
り
、
先
代
の
明
帝
か
ら
始
ま
っ
た
景
初
暦
は



、

の
程
大
昌

文
に
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紙
上
の
暦
に
お
け
る
紀
年
と
実
生
活
で
の
気
候

節
分
・
国
家
祭
祀
・
民
間
行
事
と
の
間
に
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
少
帝
の
こ
の
度
の
改
元
・
改
暦
の
一
番
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
明
帝
の
景

初
紀
年
に
よ
っ
て
生
じ
た
実
生
活
上
の
政
治
行
事
と
農
耕
放
牧
の
不
便
を
是
正
す

る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
単
に
建
丑
か
ら
建
寅
に
改
め
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
青
龍
五
年
三
月
を
景
初
元
年
四
月
に
改
め
た
際
に
生
じ
た
一
カ
月
の
不
足
分

を
足
し
、
さ
ら
に

の
程
大
昌
文
に
論
じ
ら
れ
る
建
寅
か
ら
建
丑
に
改
暦
し
た
際

に
生
じ
た
「
虛
一
月
（
一
月
分
足
り
な
い
）」
を
足
す
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
夏

正
」
と
い
う
正
確
な
暦
に
戻
す
た
め
、
正
始
の
改
元
は
、
少
な
く
と
も
二
ヶ
月
を

補
う
必
要
が
あ
る
。
改
元
で
き
る
の
は
、
は
や
く
て
も
明
帝
死
去
十
四
ヶ
月
後
の

廵
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景
初
四
年
三
月
以
後
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
景

初
四
年
と
い
う
紀
年
は
、
歴
史
に
お
い
て
、
最
低
で
も
二
カ
月
以
上
は
実
在
し
、

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

二
　
景
初
四
年
改
元
を
め
ぐ
る
清
代
学
者
の
考
証

　
さ
ら
に
、『
三
国
志
』
の
注
釈
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
程
大
昌
の
景
初
四
年
改

元
説
は
、歴
代
の
史
家
に
も
正
し
く
同
様
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

前
揭
し
た
『
魏
書
』
少
帝
紀
の
景
初
三
年
十
二
月
詔
に
つ
い
て
、『
三
国
志
』
注

釈
の
集
大
成
で
あ
る
盧
弼
の
『
三
国
志
集
解
』
に
、次
の
よ
う
な
解
釈
が
見
え
る



。

　
　
『
宋
書
・
禮
志
一
』
云
、「
景
初
三
年
正
月
、
帝
崩
、
齊
王
即
位
。
是
年
十

二
月
、
尚
書
盧
毓
奏
、
烈
祖
明
皇
帝
以
今
年
正
日
棄
離
萬
國
、
禮
「
忌
日
不

樂
」、
甲
乙
之
謂
也
。
烈
祖
明
皇
帝
建
丑
之
月
棄
天
下
、
臣
妾
之
情
、
於
此

正
日
、
有
甚
甲
乙
。
今
若
以
建
丑
正
朝
四
方
、
會
羣
臣
、
設
盛
樂
、
不
合
於

禮
。
博
士
樂
祥
議
「
正
日
旦
受
朝
貢
、羣
臣
奉
贄
、後
五
日
乃
大
宴
會
作
樂
」、

太
尉
屬
朱
誕
議
「
今
因
宜
改
之
際
、
還
修
舊
則
元
首
建
寅
、
於
制
為
便
」、

大
將
軍
屬
劉
肇
議
「
宜
過
正
一
日
乃
朝
賀
大
會
、
明
令
天
下
、
知
崩
亡
之
日

不
朝
也
」。
詔
曰
、「
省
奏
、
事
五
内
斷
絶
、
奈
何
、
奈
何
。
烈
祖
明
帝
以
正

日
棄
天
下
、
毎
與
皇
太
后
念
此
日
至
、
心
有
剝
裂
、
不
可
以
此
日
朝
羣
辟
、

受
慶
賀
也
。
月
二
日
會
、
又
非
故
也
。
聼
當
還
夏
正
月
、
雖
違
先
帝
通
三
統

之
義
、
斯
亦
子
孫
哀
慘
永
懷
。
又
夏
正
朔
得
天
數
者
、
其
以
建
寅
之
月
為
歲

首
」。
潘
眉
曰
、「
明
帝
以
景
初
三
年
正
月
崩
、
齊
王
即
位
、
踰
年
改
元
爲
正

始
、
以
今
攷
之
、
實
踰
両
年
。
蓋
魏
景
初
以
建
丑
爲
正
月
、
春
正
月
者
、
夏

正
之
十
二
月
也
。
明
帝
以
三
年
正
月
崩
、
於
夏
正
爲
二
年
十
二
月
、
齊
王
以

是
月
即
位
、
後
仍
用
夏
正
、
以
三
年
正
月
爲
二
年
後
十
二
月
、
至
三
年
之
十

二
月
、
不
得
復
爲
正
月
、
故
再
踰
年
而
後
改
元
也
。
明
帝
崩
與
齊
王
改
元
、

相
距
凡
十
四
月
。









図 2 　〔青龍・景初・正始　改元一覧表〕

＊下線は現実に存在していない年月を示す。なお、本表は、陳垣『二十史朔閏表』（古籍出版社1956年）を参考にし

て作成したものである。

＊魏文帝は黄初七年（226）五（午）月十七（丁巳）日に死去。
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潘
眉
（
生
卒
年
不
詳
）
は
、
清
の
康
熙
時
代
の
有
名
な
考
証
学
者
で
あ
る
。
彼

は
、
ま
ず
『
宋
書
』
禮
志
の
記
述
を
引
き
、
少
帝
の
改
元
は
「
實
踰
両
年
（
実
は

二
年
越
し
）」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、「
明
帝
崩
與
齊
王
改
元
、
相
距

凡
十
四
月
（
明
帝
の
死
去
と
齊
王
の
改
元
の
間
は
、
お
お
よ
そ
十
四
カ
月
も
空
い

た
の
で
あ
る
）」
と
指
摘
し
、
奇
し
く
も
程
大
昌
と
同
じ
よ
う
に
、
明
帝
の
改
元
は
、

あ
く
ま
で
景
初
四
年
三
月
以
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
、「
景
初
四
年
」
と
い
う
年
号
は
、
魏
少
帝
の
正
始
元

年
の
前
半
に
使
用
さ
れ
て
い
た
実
在
す
る
年
号
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
日
本
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
こ
の
二
枚
の
魏
鏡
は
、
中
国
の
古
文
献
と
互

い
に
証
明
し
あ
う
貴
重
な
遺
物
で
あ
る
と
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、「
景
初

五
年
五
月
」
と
い
う
銘
文
を
踏
ま
え
る
と
、
正
始
の
改
元
は
実
際
に
は
五
月
以
後

に
行
わ
れ
た
こ
と
が
さ
ら
に
推
測
で
き
る
。

　
五
月
以
後
の
改
元
は
、
恐
ら
く
六
月
（
午
月
）
が
魏
文
帝
曹
丕
の
卒
月
で
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
三
月
に
改
元
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
一
連
の
慶

事
は
、
文
帝
の
忌
日
に
重
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
古
墳
か
ら
「
正
始

元
年
」
と
い
う
年
号
を
持
つ
魏
鏡
（
群
馬
県
高
崎
市
柴
崎
古
墳
出
土
鏡
・
兵
庫
県

豊
岡
市
森
尾
古
墳
出
土
鏡
・
山
口
県
新
南
陽
市
竹
島
出
土
鏡
）
が
出
土
し
た
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
景
初
四
年
の
間
に
改
元
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
自
体
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
六
（
午
）
月
に
文
帝
忌
日
の
記
念
行
事
を
終
わ
ら

せ
、
青
龍
五
年
三
月
を
景
初
元
年
四
月
に
改
定
し
た
と
い
う
前
例
に
倣
い
、
景
初

四
年
七
（
未
）
月
を
正
始
元
年
六
月
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
踏

ま
え
、
図
2
「
青
龍
・
景
初
・
正
始
改
元
一
覧
表
」
を
作
成
し
て
上
頁
に
掲
示
し
、

参
考
に
供
し
た
い
。

　
む
す
び
に
か
え
て

　
勿
論
、『
魏
書
』
を
作
成
す
る
際
に
、「
景
初
四
年
」
を
正
始
元
年
に
統
一
し
て

書
き
直
す
必
要
が
あ
る
。
但
し
、
図
2
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
景
初
四
年
の
月

数
と
正
始
元
年
の
月
数
と
一
ヶ
月
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
日
に
ち
の
干
支

の
換
算
は
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。
実
際
に
現
存
す
る
『
魏
書
』
少
帝
紀

に
は
月
日
に
関
す
る
記
述
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
正
始
元
年
春
二
月

乙
丑
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
清
朝
の
学
者
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る



。

　
　
潘
眉
曰
、「
二
月
當
爲
正
月
。
是
年
二
月
無
乙
丑
、
乃
正
月
十
六
日
」。
沈
家

本
曰
、「
下
文
書
丙
戌
、
乙
丑
・
丙
戌
相
去
二
十
一
日
、
乙
丑
爲
正
月
十
六
日
、

則
丙
戌
不
得
在
同
一
月
。
疑
二
月
非
誤
、
而
乙
丑
爲
乙
酉
之
訛
」。

　
右
文
に
お
い
て
、
潘
眉
と
沈
家
本
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
三
、
字
子
惇
、
清
末

民
国
初
期
の
法
律
家
）
と
の
意
見
に
は
些
か
違
い
は
あ
る
が
、「
乙
丑
」
と
い
う

日
が
二
月
に
実
在
し
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く

『
魏
書
』
の
編
纂
者
が
景
初
四
年
を
正
始
元
年
に
書
き
直
す
際
に
生
じ
た
計
算
ミ

ス
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
考
証
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
や
は
り
潘
眉
の
意
見
が
的
を
射

て
い
る
。

　
さ
ら
に
調
べ
て
見
る
と
、『
魏
書
』
正
始
元
年
の
記
事
が
実
際
の
月
数
と
一
ヶ

月
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
実
は
元
朝
の
呉
師
道
（
一
二
八
三
～
一
三
四

四
）
の
「
三
国
志
雑
論
・
漢
魏
正
朔
」
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

呉
師
道
の
言
及
は
以
下
の
通
り
で
あ
る



。

　
　
魏
明
帝
景
初
元
年
、
有
司
奏
以
為
魏
得
地
統
、
宜
以
建
丑
之
月
為
正
。
三
月

定
暦
改
年
為
孟
夏
四
月
、
其
春
夏
秋
冬
・
孟
仲
季
月
、
雖
與
正
歳
不
同
、
至

于
郊
祀
・
迎
氣
・
祀
祠
・
烝
嘗
・
廵
狩
・
蒐
田
・
分
至
啓
閉
、
頒
宣
時
令
、

中
氣
早
晩
、
敬
授
民
事
、
皆
以
正
月
斗
建
為
歴
數
之
序
。
齊
王
芳
正
始
元
年

春
正
月
始
改
從
舊
。
景
初
元
年
四
月
至
正
始
元
年
正
月
、
即
漢
建
興
十
五
年

三
月
至
延
熈
二
年
十
二
月
也
。
魏
志
所
書
、
例
差
一
月
。

　
以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
、「
景
初
四
年
」
と
い
う
紀
年
は
中
国
の
歴
史
に
実
在

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
今
後
の
魏
鏡
な
い
し
三
角
縁
神

獣
鏡
の
研
究
は
、
王
仲
殊
説
と
い
う
足
枷
か
ら
脱
却
し
、
こ
の
二
枚
の
鏡
は
、
正



（ 27 ）

し
く
魏
少
帝
か
ら
卑
弥
呼
に
送
ら
れ
た
魏
鏡
で
あ
る
と
再
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
景
初
四
年
銘
文
を
仔
細
に
読
み
解
い
て
み
る
と
、
こ
の
二
つ
の
銅
鏡
は
、

魏
少
帝
が
卑
弥
呼
の
た
め
に
、
特
別
に
揚
州
で
作
ら
せ
た
「
百
錬
鏡
」
と
い
う
天

子
仕
様
の
特
鋳
鏡
で
あ
る
可
能
性
も
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
今
後
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

注（
1
）
三
角
縁
神
獣
鏡
を
巡
る
日
中
学
者
の
論
争
に
つ
い
て
、
王
仲
殊
・
西
嶋
定

生
ら
著
『
三
角
縁
神
獣
鏡

　
日
中
合
同
古
代
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
角
川
書 

店
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
史
に
つ
い
て
は
、

下
垣
仁
志
『
三
角
縁
神
獣
鏡
研
究
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

に
詳
し
い
。

（
2
）
岡
村
秀
典
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

を
参
照
。

（
3
）
近
藤
喬
一
『
三
角
縁
神
獣
鏡
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
八
年
）
を
参 

照
。
な
お
、
王
仲
殊
氏
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
関
す
る
研
究
は
、
の
ち
、
王
仲

殊
著
、尾
形
勇
・
杉
本
憲
司
編
訳
『
三
角
縁
神
獣
鏡
』（
学
生
社
、一
九
九
二
年
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
例
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
そ
の
も
の
の
研
究
で
は
な
い
が
、
平
㔟
隆
郎 

「
景
初
の
年
代
に
関
す
る
試
論
」（『
日
中
律
令
の
諸
相
』
所
収
、東
方
書
店
、

二
〇
〇
二
年
）
も
「
景
初
四
年
は
実
在
し
な
い
」
と
い
う
説
を
前
提
に
し
た

推
論
で
あ
る
。

（
5
）
程
大
昌
の
事
績
に
つ
い
て
、『
宋
史
』
巻
四
三
三
「
儒
林
傳
・
程
大
昌
傳
」

を
参
照
。
ま
た
、
本
稿
に
引
用
し
た
「
正
朔
編
」
は
、
影
印
文
淵
閣
四
庫
全

書
所
収
本
（
図
1
）
を
底
本
と
し
、
あ
わ
せ
て
劉
尚
榮
校
證
『
考
古
編

　
續

考
古
編
』（
學
術
筆
記
叢
刊
、
中
華
書
局
、
二
〇
八
年
）
を
参
照
し
た
。
ち

な
み
に
、『
佩
文
韻
譜
』（
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）
巻
二
十
九
之
二
「
青

縑
」、
巻
五
十
三
之
一
「
加
景
」、『
御
定
駢
字
類
篇
』
巻
一
百
三
十
四
「
青 

縑
」
に
も
「
景
初
四
年
」
と
い
う
表
記
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
何
れ
も
『
魏

書
』
及
び
『
晋
書
』
記
述
の
引
用
ミ
ス
で
あ
る
。

（
6
）
本
稿
に
引
用
し
た
『
魏
志
』
は
、
縮
印
百
納
本
二
十
四
史
所
収
本
（
商
務

印
書
館
、
一
九
五
八
年
）
を
底
本
と
し
、
あ
わ
せ
て
陳
乃
乾
校
點
本
（
中
華

書
局
、
一
九
八
二
年
第
二
版
）
を
参
照
し
た
。

（
7
）実
際
に
景
初
暦
を
作
成
し
た
の
は
楊
偉
と
い
う
人
で
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
、

『
晋
書
・
律
暦
志
下
』
及
び
『
宋
書
・
暦
志
上
』
を
参
照
。
な
お
、
明
朱
載

堉
『
聖
夀
萬
年
暦
』（
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）「
景
初
暦
魏
明
帝
時
楊
偉

造
」
に
「
距
景
初
元
年
丁
巳
歳
至
萬
暦
二
十
二
年
甲
午
歳
千
三
百
五
十
七
年
、

以
其
法
推
景
初
元
年
天
正
冬
至
得
丁
未
、
及
推
萬
暦
二
十
二
年
天
正
冬
至
得

丁
亥
、
後
天
八
日
以
大
衍
暦
上
、
考
景
初
元
年
天
正
冬
至
得
甲
辰
、
新
法
考

之
與
大
衍
同
」
と
い
う
考
証
が
み
え
る
。
な
お
、「
夏
正
」
に
関
す
る
考
証
は
、

増
島
固
『
夏
小
正
校
注
』（
崇
文
叢
書
第
一
輯
之
四
十
九
・
五
十
、
崇
文
院
、

一
九
二
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
8
）
本
稿
に
引
用
し
た
『
三
国
志
集
解
』
は
、
中
華
書
局
一
九
八
二
年
影
印
本

を
底
本
と
し
、
あ
わ
せ
て
銭
剣
夫
整
理
本
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九

年
）
を
参
照
し
た
。

（
9
）
前
揭
注
（
8
）
を
参
照
。

（
10
）
呉
師
道
『
禮
部
集
』（
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
）
巻
四
「
三
国
志
雑
論
」

を
参
照
。

※
　
本
稿
は
、JS

P
S

科
研
費21K

00327

「
慧
萼
鈔
南
禅
院
本
『
白
氏
文
集
（
詩
集
）』

の
復
元
に
関
す
る
文
献
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Research on the change of the regnal year of Jingchu Fourth 
Year into Zhengshi First Year  To solve the mystery of 

the inscriptions on the Bronze Mirror with Triangular Rim and 
Divinity and Animal Design in the fourth year of Jingchu（Ⅰ）

Chong CHEN

　　In the researches on the medieval culture history between China and Japan, the Bronze Mirrors with 

Triangular Rim and Divinity and Animal Design, which were excavated in the Kofun area in ancient Japan, 

have been always considered as the “Hundred of Bronze Mirrors” mentioned in the biography of Gishi Wajin 

Den. According to the material record, these Bronze Mirrors were granted to Himiko,Queen of Yamato,by 

the Chinese Emperor Cao Pi, which are of great cultural value. However, since Wang Zhongshu proposed 

that Jingchu Fourth Year didn’t exist in the Ancient Chinese history, this view has blocked the way for further 

researches on the Bronze Mirror with Triangular Rim and Divinity and Animal Design as well as researches on 

the medieval culture history between China and Japan. This paper will assert the existence of the records on the 

regnal year of Jingchu Fourth Year in the ancient Chineses literature, through examining the relevant materials 

in the Kao Gu Bian and San Guo Zhi Ji Jie written by the Chineses scholar Cheng Dachang of South Song 

Dynasty. Meanwhile, I will point out that the change of the regnal year into Zhengshi First Year may occur at 

July of the Jingchu Fourth Year, and these Bronze Mirrors excavated from the Japanese great tombs are just the 

“ Hundred of Bronze Mirrors” recored in Gishi Wajin Den, which needs to carry out further investigation and 

research on them.


